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モニタリング結果報告書

平成２１年８月

モニタリングの対象 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること
となる施策目標

１．政策体系上の位置付け

基本目標 Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進す
ること

施策目標 ３ 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サービ
スの提供を促進すること

施策目標 ３－２ 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること

個別目標１ 医療の質と安全性の向上を図ること

個別目標２ 医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止対策の
徹底を図ること

個別目標３ 患者、国民との情報共有と患者、国民の主体的参加の促進
を図ること

施策の概要（目的・根拠法令等）
１目的等

医療の安全の確保は医療政策における最も重要な課題の一つであり、安全な医療の提
供、患者、国民から信頼される医療の実現について、患者の安全を最優先に考え、医療
の質の向上という観点を重視した医療安全確保対策を総合的に推進することにより、医
療の安全の確保を図り、もって効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供に寄与す
ることを目的とする。

２根拠法令等
○医療法（昭和23年法律第205号）

主管部局・課室 医政局総務課
関係部局・課室 医政局指導課、医事課、歯科保健課、看護課

２．施策目標に係る指標等
施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 医療事故情報収集・分析・提供事 215 283 300 285 283

業の参加登録医療機関の数（単位 【 - ％】 【131.6％】【106.0％】【95.0％】【99.3％】

：施設数）（前年度以上／毎年度）
２ 医療安全対策加算届出医療機関の － － 12.2 15.8 15.8

割合（単位：％）（前年度以上／ 【 - ％】 【129.5％】【129.5％】

毎年度）
（調査名・資料出所、備考）
・ 指標１は、（財）日本医療機能評価機構の調べによる。
・ 指標１は、医療法施行規則により医療事故等の報告が義務付けられた医療機関以外

に当該事業に任意で参加している医療機関の施設数であり、各年の12月31日現在の
施設数である。なお、平成16年度から事業を開始したため、平成16年度の達成率は
記載できない。

・ 指標２は、保険局医療課の調べによる。なお、医療安全対策加算は、平成18年度
診療報酬改定において、入院患者にとってより安全で効果的な入院医療の提供を一層
促進させる観点から、急性期医療の高度化・複雑化に対応できる医療安全管理対策の
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実施体制について、新たに診療報酬上の評価を行うとされたものである。そのため、
平成１７年度以前は記載できない。

・ 医療安全対策加算届出医療機関の割合は、「医療安全対策加算届出医療機関数／全
国の病院数」により算出。

３．個別目標に係る指標等
個別目標１

医療の質と安全性の向上を図ること

個別目標に係る指標
アウトプット指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 医療事故情報収集・分析・提供事 215 283 300 285 283

業の参加登録医療機関数（単位： 【 - ％】 【131.6％】【106.0％】【95.0％】 【99.3％】

施設数）（前年度以上／毎年度）
※ 施策目標３－２に係る指標１
と同じ

２ 医療安全対策加算届出医療機関の － － 12.2 15.8 15.8
割合（単位：％）（前年度以上／ 【 - ％】 【129.5％】【129.5％】

毎年度）
※ 施策目標３－２に係る指標２
と同じ

３ 診療放射線技師実習指導者に対す 179 157 154 135 171
る講習会の修了者数（単位：人） 【121.8％】【87.7％】 【98.1％】 【87.7％】 【126.7%】

（前年度以上／毎年度）
※ 施策目標２－２に係る指標２
と同じ

４ 臨床検査技師実習指導者に対する 90 108 104 120 137
講習会の修了者数（単位：人）（前 【89.1％】【120.0％】【96.2％】【115.4％】【114.2%】

年度以上／毎年度）
※ 施策目標２－２に係る指標３
と同じ

５ 視能訓練士実習指導者に対する講 64 73 71 72 71
習会の修了者数（単位：人）（前 【88.9％】【114.1％】【97.3％】【101.4％】 【98.7%】

年度以上／毎年度）
※ 施策目標２－２に係る指標４
と同じ

６ 歯科技工士実習指導者に対する講 19 20 21 19 10
習会の修了者数（単位：人）（前 【95.0％】【105.3％】【105.0％】【90.5％】 【52.6%】

年度以上／毎年度）
※ 施策目標２－２に係る指標５
と同じ

７ 理学療法士・作業療法士養成所の 130 128 130 129 127
教員等に対する講習会の修了者数 【102.3％】【98.5％】【101.6％】【99.2％】 【98.4%】

（単位：人）（前年度以上／毎年
度）
※ 施策目標２－２に係る指標６
と同じ

８ 院内感染対策講習会の受講者数 1,413 1,426 1,433 2,179 1,840
（単位：人）（前年度以上／毎年 【100.9％】【100.9％】【100.5％】【152.1％】【84.4％】

度）
（調査名・資料出所、備考）
・指標３～７は、医政局医事課調べによる。
・指標８は、医政局指導課調べによる。

個別目標２

（Ⅰ－３－２）
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（Ⅰ－３－２）

医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止対策の徹底を図ること

個別目標に係る指標
アウトプット指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 医療事故情報収集・分析・提供事 215 283 300 285 283

業の参加登録医療機関数（単位： 【 - ％】 【131.6％】【106.0％】【95.0％】 【99.3％】

施設数） （前年度以上／毎年度）
※ 施策目標３－２に係る指標１
と同じ

２ 医療安全対策加算届出医療機関の － － 12.2 15.8 15.8
割合（単位：％）（前年度以上／ 【 - ％】 【129.5％】【129.5％】

毎年度）
※ 施策目標３－２に係る指標２
と同じ

３ 産科医療補償制度加入率（単位： － － － － 99.2
％）（前年度以上／毎年度）

（調査名・資料出所、備考）
・ 指標３は、（財）日本医療機能評価機構の調べによるものであり、産科医療補償制

度加入率は、「加入分娩機関数／全国の分娩機関数」により算出している。産科医療
保障制度は、平成21年1月から開始したため、平成１９年度以前は記載できない。
なお、平成２０年度は平成21年3月31日現在での加入率となる。

参考統計 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 医療事故事例の分析件数（単位： 241 1,265 1,451 1,455 1,563

件）

２ 医療事故情報収集・分析・提供事 215 283 300 285 283
業の参加登録医療機関数（単位：
施設）

３ 診療行為に関連した死亡の調査依 － 13 36 15 24
頼受付件数（単位：事例）

４ 診療行為に関連した死亡の調査分 － 6 7 8 10
析モデル事業の実施地域（単位：
地域）

（調査名・資料出所、備考）
・ 指標１～２は（財）日本医療機能評価機構の調べによる。
・ 指標１の事業は平成16年10月から開始したものであり、平成16年度は平成16年

10月から12月までの件数、平成17年度以降は各病院からの報告時期の関係から当
該年の1月から12月までの件数である。

・ 指標２は、医療法施行規則により医療事故等の報告が義務付けられた医療機関以外
に当該事業に任意で参加している医療機関の施設数であり、各年の12月31日現在の
施設数である。

・ 指標３は、（社）日本内科学会の調べによる。なお、事業開始が平成17年10月か
らであるため、平成17年度は平成17年10月から平成18年3月までの事例数である。

・ 指標４は、（社）日本内科学会の調べによる。なお、事業開始が平成17年10月か
らであり、指標は毎年度末における当該事業を実施している地域の数である。

【参考】財団法人日本医療機能評価機構ホームページ（医療事故情報収集等事業）
http://jcqhc.or.jp/html/accident.htm#med-safe

診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業ホームページ
http://www.med-model.jp/

個別目標３
患者、国民との情報共有と患者、国民の主体的参加の促進を図ること

個別目標に係る指標
アウトプット指標
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（Ⅰ－３－２）

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
１ 都道府県及び保健所設置市区の医 68 88 93 96 97

療安全支援センターの設置数（単 【183.8％】【129.4％】【105.7％】【103.2％】【101.0％】

位：施設数）（前年度以上／毎年
度）

２ 二次医療圏の医療安全支援センタ 24 28 29 257 291
ーの設置数（単位：施設数）（前 【200.0％】【116.7％】【103.6％】【886.2％】【113.2％】

年度以上／毎年度）
・ 指標１～２について、平成15年度～平成18年度は、(財)日本医療機能評価機構調

べによる。平成19年度以降は、東京大学大学院医学系研究科医療安全管理学講座調
べによる。なお、各年度の指標は、平成15年度は7月1日現在、平成16年度は9月1
日現在、平成17年度及び平成18年度は10月1日現在、平成19年度以降は1月1日
現在の箇所数である。


